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専門研修プログラム名 

東京女子医科大学八千代医療センター 泌尿器科 専門研修プログラム 
専門研修プログラム基幹施設 

東京女子医科大学八千代医療センター 泌尿器科 

 

１．専門研修プログラムの理念・使命・特性 
① 泌尿器科領域専門制度の理念 

泌尿器科専門医制度は、医の倫理に基づいた医療の実践を体得し、高度の泌尿器

科専門知識と技能とともに地域医療にも対応できる総合的診療に必要な基本的臨

床能力を修得した泌尿器科専門医の育成を図り、国民の健康増進、医療の向上に

貢献することを目的としている。 

② 泌尿器科領域専門医の使命 

泌尿器科専門医は小児から成人に至る様々な泌尿器疾患、ならびにわが国の高齢

化に伴い増加が予想される排尿障害、尿路性器悪性腫瘍、慢性腎疾患などに対す

る専門的知識と診療技能を持ちつつ、高齢者に多い一般的な併存疾患にも独自で

対応でき、必要に応じて地域医療との連携や他の専門医への紹介・転送の判断も

的確に行える能力を備えた医師である。泌尿器科専門医はこれらの診療を実践

し、総合的診療能力も兼ね備えることによって社会に対する責務を果たし、地域

医療にも配慮した国民の健康・福祉の増進に貢献する。 

③ 専門研修後の成果 

専攻医は東京女子医大八千代医療センター泌尿器科研修プログラムによる専門研

修により、「泌尿器科医は超高齢社会の総合的な医療ニーズに対応しつつ泌尿器科

領域における幅広い知識、錬磨された技能と高い倫理性を備えた医師である」と

いう基本的姿勢のもと、 

１．泌尿器科専門知識 

２．泌尿器科専門技能：診察・検査・診断・処置・手術 

３．継続的な科学的探求心の涵養 

４．倫理観と医療のプロフェッショナリズム 

の４つのコアコンピテンシーからなる資質を備えた泌尿器科専門医になる。ま

た、各コアコンピテンシーにおける一般目標、知識、診療技能、態度に関する到

達目標が設定されている。 

④ 東京女子医大八千代医療センター泌尿器科の専門研修プログラムの特性 

東京女子医大八千代医療センター泌尿器科は、①女性泌尿器科の医師が多い、②

研修連携病院に国内トップクラスの症例数のロボット支援手術、腎癌、腎移植を

実施している女子医大病院など都市部の大学病院から地域病院までバリエーショ

ンに富んでいる③東京女子医大腎センターの流れを汲んだ腎不全・腎疾患に対す

る診療理念が根幹にある、などの特性を持っている。 

このような特性を考慮し専門研修プログラムを作成している。それぞれの具体的な方

策としては、①女性医師が出産、育児後に帰局して専門医を取得しやすいプログラム

を用意している。②都市部の大学病院、総合病院から地域医療を支える基幹病院と異

なる医療環境で求められる泌尿器科医としての役割を体感できるような研修プログラ

ムがある。 ③高齢化社会に伴う慢性腎不全患者の増加に対応すべく、腎センター構想

に基づいた診療理念を研修の根幹においている。腎疾患治療から腎移植に至るまで対

応できる泌尿器科医師の育成に従事している。 
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２．募集専攻医数 
毎年２〜３人程度 

 

３．専門知識の習得計画、および、専門技能の習得計画 
●専門知識の習得計画 

泌尿器科領域では発生学・局所解剖・生殖生理・感染症・腎生理学・内分泌学の６

領域での包括的な知識を獲得する。詳細は専攻医研修マニュアルの「個別目標 １．泌

尿器科専門知識」（15～16 頁）を参照のこと。さらに泌尿器科領域における個別疾患

の疫学、病態、検査、診断、治療法、病理に関する専門知識を獲得する。 

bed-sideや実際の手術での実地修練(on-the-job training)に加えて、広く臨床現場で

の学習を重視する。研修カリキュラムに基づいたレベルと内容に沿って以下のような

方法を女子医大八千代医療センター泌尿器科研修プログラムに組み入れている。 

① 泌尿器科におけるカンファレンスおよび関連診療科（特に放射線科と病理科）との

合同カンファレンスを通して病態と診断過程を深く理解し、治療計画作成の理論を学

ぶ。     

② 抄読会や勉強会を実施し、インターネットによる情報検索の指導を行う。 

③ hands-on-training として積極的に手術の助手を経験させる。その際に術前のイメ

ージトレーニングと術後の詳細な手術記録を実行させる。 

⑤ 手術手技をトレーニングする設備や教育ビデオなどの充実を図る 

 

＊学内での知識習得の場として、現在、女子医大八千代医療センター泌尿器科では、

後期研修医の専門知識習得のために以下のような週間スケジュールで研修の充実を図

っている。 

 

月曜日 ８時 30分より 8時 50分まで-後期研修医による症例報告発表会及び勉強会 

火曜日 8時 30分より入院患者のブリーフィングと回診、8時 55分より手術。17時よ

り 18 時 手術予定患者の症例検討会 さらに第一は多職種による腎移植カンファレン

ス、第 3 火曜日は病理との合同カンファレンス、第 4 は放射線科との画像診断合同カ

ンファレンス。 

水曜日 8時 30分より入院患者のブリーフィングと回診 

木曜日 8 時 30 分より入院患者のブリーフィングと回診 8 時 55 分より手術。17 時よ

り病棟スタッフとのカンファレンス 

金曜日 8時 30分より入院患者のブリーフィングと回診 

年 3 回、学内外のエキスパートによる最先端泌尿器講義を実施する（腎泌尿器癌研究

会と称し２月６月１０月に施行）。 

 

＊学外での知識習得の場として、日本泌尿器科学会および関連学会の学術集会への参

加を指導している。 

地方会および地域総会：参加および研修期間中最低１回の発表、教育プログラムの出

席 

生涯教育プログラム：可能な限り参加。最終年には必ず出席 

日本泌尿器学会総会、日本泌尿器内視鏡学会、日本透析医学会、臨床腎移植学会、日

本移植学会への参加は義務付けている 

発表：会にかかわらず、最低一回発表を義務付ける。 
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＊専門研修期間内に研修カリキュラムに記載されている疾患、病態を全て経験するこ

とは出来ない可能性があるため、日本泌尿器科学会ならびに関連学会で作成している

各種診療ガイドライン、JUA Academy、e-Learningなどを活用するように指導してい

る（自己学習の必要性）。 

 

＊泌尿器科領域のみにかかわらず、医療安全等を学ぶ講習会、医療倫理を学ぶ講習会

よび、感染管理を学ぶ講習会などへの参加を義務づける。 

 

●専門技能の習得計画 

泌尿器科領域では、鑑別診断のための各種症状・徴候の判断、診察法・検査の習熟

と臨床応用、手術適応の決定や手技の習得と周術期の管理、を実践するための技能を

獲得する。腎・尿路・男性生殖器ならびに関連臓器に関する、先天異常、外傷・損

傷、良性・悪性腫瘍、尿路結石症、内分泌疾患、男性不妊症、性機能障害、感染症、

下部尿路機能障害、女性泌尿器疾患、神経性疾患、慢性・急性腎不全、小児泌尿器疾

患などの疾患について経験する。泌尿器科検査では、内視鏡検査、超音波検査、ウロ

ダイナミックス、前立腺生検、各種画像検査などについて、実施あるいは指示し、結

果を評価・判定することを経験する。詳細は専攻医研修マニュアルV5「個別目標 ２．

泌尿器科専門技能：診察・検査・診断・処置・手術」（16～18 頁）および「(1)経験す

べき疾患・病態」（20～22頁）を参照のこと。 

 

 

 

泌尿器科領域では、経験すべき手術件数は以下のとおりとする。 

A. 一般的な手術に関する項目 

下記の４領域において、術者として経験すべき症例数が各領域 5 例以上かつ合計 50 例

以上であること。 

 ・副腎、腎、後腹膜の手術 

 ・尿管、膀胱の手術 

 ・前立腺、尿道の手術 

 ・陰嚢内容臓器、陰茎の手術 

 

B. 専門的な手術に関する項目 

下記の７領域において、術者あるいは助手として経験すべき症例数が 1 領域 10 例以上

を最低 2領域かつ合計 30例以上であること。 

 ・腎移植・透析関連の手術 

 ・小児泌尿器関連の手術 

 ・女性泌尿器関連の手術 

 ・ED、不妊関連の手術 

 ・結石関連の手術 

 ・神経泌尿器・臓器再建関連の手術 

 ・腹腔鏡・腹腔鏡下小切開・ロボット支援関連の手術 

 
 

（表）各年次における専門知識及び専門技能の習得計画 
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年次 専門知識の習得計画 専門技能の習得計画 

1 年次 

●泌尿器科領域では発生学・局所解剖・生殖生理・感染症・

腎生理学・内分泌学の６領域での包括的な知識を獲得す

る。bed-sideや実際の手術での実地修練(on-the-job 

training)に加えて、広く臨床現場での学習を重視する。研修

カリキュラムに基づいたレベルと内容に沿って以下のような

方法を女子医大泌尿器科研修プログラムに組み入れてい

る（参照：後期研修期間の 4年間で到達すべき研修目標及

び経験目標数-別添 専攻医研修マニュアル V5参照）。 

① 泌尿器科におけるカンファレンスおよび関連診療科（特

に放射線科と病理科）との合同カンファレンスを通して病態

と診断過程を深く理解し、治療計画作成の理論を学ぶ。     

② 抄読会や勉強会を実施し、インターネットによる情報検

索の指導を行う。 

●学外での知識習得の場として、日本泌尿器科学会の主

催する会を中心に以下のように出席の指導を行っている。 

地方会：毎回出席、東部総会：教育プログラムの出席 

生涯教育プログラム：可能な限り参加。最終年には必ず出

席（日本泌尿器学会総会、日本泌尿器内視鏡学会） 

専門研修期間内に研修カリキュラムに記載されている疾

患、病態を全て経験することは出来ない可能性があるた

め、日本泌尿器科学会ならびに関連学会で作成している各

種診療ガイドライン、Audio Visual Journal of JUA、e-

Learning などを活用するように指導している（自己学習の必

要性）。 

●泌尿器科領域のみにかかわらず、医療安全等を学ぶ講

習会、医療倫理を学ぶ講習会よび、感染管理を学ぶ講習会

などへの参加を義務づける。 

バルーンの挿入、膀胱鏡（軟性、硬性）の扱い方、診断および膀胱粘膜

の生検、前立腺生検、逆行性腎盂造影、DJステント挿入、腎瘻造設な

どすべての処置や検査が理解でき、実施できる。病棟において輸液、投

薬の実施、指示など手術後患者の管理が適確に出来る。経尿道的手術

や内シャント作成、陰嚢水腫、精巣摘出などの手術が上級医の指導の

下、実施出来る。手術の体位準備や体腔鏡のスコピストなどが理解で

き、完遂できる。糸結びを理解し、スムーズに実施できる。 

2,3 年次 

プログラム基幹施設ないし研修連携施設において、最終的に泌尿器学

会の推奨する全泌尿器分野が網羅できるように研修を行う（参照：後期

研修期間の 4年間で到達すべき研修目標及び経験目標数-別添 専

攻医研修マニュアル V5参照） 

4 年次 

研修連携施設で研修を終了した４年目の研修医は基本的には再度、基

幹施設において研修の達成度について以下のことに留意しながら評価

を行う。研修内容が足りない場合には補足の形で研修を行う。 

・1 年次、2 年次の専攻医を指導する機会を積極的に持たせ、指導を通

じて自身の知識・技能・態度の向上にフィードバックさせる。 

・サブスペシャリティ領域の専門医を取得する希望があれば、その領域

に関連する疾患や技能をより多く経験できるように調整する。 

具体的にはシニア後記研修医として各班長を担当させ研修医の指導を

行わせるととともに、生体腎移植や前立腺全摘出術など泌尿器科分野

の中でも特に高度な技量を要する手術を術者として行わせる。また同時

にロボットや体腔鏡下手術の術者としての準備、サブスペシャリティの選

択研修準備、大学院および留学の準備を開始する。 

 

 

４．プログラム全体と各施設によるカンファレンス（症例検討、CPC、MMC、セ

ミナー、抄読会等）  
●現在、女子医大八千代医療センター泌尿器科では、後期研修医の専門知識習得のた

めに以下のような週間スケジュールで研修の充実を図っている。 

 

月曜日 ８時 30分より 8時 50分まで-後期研修医による症例報告発表会及び勉強会 

火曜日 8時 30分より入院患者のブリーフィングと回診、8時 55分より手術。17時よ



5 

り 18 時 手術予定患者の症例検討会 さらに第一は多職種による腎移植カンファレン

ス、第２火曜日は Journal club,第 3火曜日は病理との合同カンファレンス、第 4は放

射線科との画像診断合同カンファレンス。 

水曜日 8時 30分より入院患者のブリーフィングと回診 

木曜日 8 時 30 分より入院患者のブリーフィングと回診 8 時 55 分より手術。17 時よ

り病棟スタッフとのカンファレンス 

金曜日 8時 30分より入院患者のブリーフィングと回診 

年 3 回、学内外のエキスパートによる最先端泌尿器講義を実施する（腎泌尿器癌研究

会と称し２月６月１０月に施行）。 

（表）東京女子医大八千代医療センター泌尿器科 後期研修医の週間スケジュール 

  午前 午後 

月曜日 

08:30～ 症例発表会および勉強会 病棟回診および病棟処置、                    

09:00～ 外来検査(エコー、膀胱鏡検査など)               
13:30 外来検査及び処置（透視下検査、処置、前立腺生検など)                   

17:00  病棟夕回診                              

火曜日 

08:30～入院患者のブリーフィング、回診、処置     09:00～ 手

術日-ロボット、体腔鏡手術、開放手術、経尿道的手術 など 
午前より引き続き手術                           

17:00 腎移植カンファレンス(第 1)、Journal Club（第２）、病理カンフ

ァレンス(第 3)、画像診断カンファレンス(第 4) 

18:00 病棟夕回診 

水曜日 

08:30～入院患者のブリーフィング、回診、処置       09:00～

外来検査及び処置 
13:30 外来検査及び処置（透視下検査、処置、前立腺生検など)                            

17:00 病棟夕回診                                

木曜日 

08:30～入院患者のブリーフィング、回診、処置     09:00～ 手

術日-生体腎移植、ロボット、体腔鏡手術、開放手術、経尿道的手術 

など 

午前より引き続き手術                           

17:00 病棟カンファレンス 

17:30 病棟夕回診 

金曜日 

08:30～入院患者のブリーフィング、回診、処置       09:00～

外来検査及び処置 
13:30 外来検査及び処置（透視下検査、処置、前立腺生検など)                            

17:00 病棟夕回診                                   

 

年 3 回の割合で学内外のエキスパートによる最先端泌尿器講義を実施する（腎泌尿器

癌研究会と称し２月６月１０月に開催している）。 

 

●学外での知識習得の場として、日本泌尿器科学会の主催する会を中心に以下のよう

に出席の指導を行っている。 

地方会：毎回出席、東部総会：教育プログラムの出席 

生涯教育プログラム：可能な限り参加。最終年には必ず出席 

日本泌尿器学会総会、EE 学会、日本透析医学会、臨床腎移植学会、日本移植学会への

出席は義務付けている 

発表：会にかかわらず、最低一回発表を義務付ける。 
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●専門研修期間内に研修カリキュラムに記載されている疾患、病態を全て経験するこ

とは出来ない可能性があるため、日本泌尿器科学会ならびに関連学会で作成している

各種診療ガイドライン、 e-Learningなどを活用するように指導している（自己学習

の必要性）。 

 

●泌尿器科領域のみにかかわらず、医療安全等を学ぶ講習会、医療倫理を学ぶ講習会

よび、感染管理を学ぶ講習会などへの参加を義務づける。 

 

 

５．リサーチマインドの養成計画 
専門研修期間中に筆頭者として学会発表、論文発表を行うことが必要である。また臨

床研究や基礎研究へも積極的に関わるように指導している。指導は以下の事項を基本

としている。 

1)学会での発表：日本泌尿器科学会が示す学会における演題発表、筆頭演者で 2 回以

上 

2)論文発表：査読制を敷いている医学雑誌への投稿、筆頭著者の場合は 1 編以上、共

著者の場合は 2編以上 

3)研究参画：臨床研究への参画、1件以上 

 

女子医大八千代医療センター泌尿器科における学術指導の現況を以下に示す。 

持ち回り制にて、県内で年 2 回開催される千葉県泌尿器科集談会での発表、及び年 6

回程度開催される研究会での症例報告、ディベートに参加、プレゼンテーション技法

や症例考察について学ぶ。ここにおける発表症例は１年に１回の邦文論文の作成とし

て義務づけている。また、症例によってはさらに英文雑誌への投稿をするように指導

している。 

 

 

６．学術活動に関する研修計画（専攻医１人あたりの学会発表、論文等） 
専門研修期間中に筆頭者として学会発表、論文発表を行うことが必要である。また臨

床研究や基礎研究へも積極的に関わる要指導している。指導は以下の事項を基本とし

ている。 

1)学会での発表：日本泌尿器科学会が示す学会における演題発表、筆頭演者で 2 回以

上 

2)論文発表：査読制を敷いている医学雑誌への投稿、筆頭著者の場合は 1 編以上、共

著者の場合は 2編以上 

3)研究参画：臨床研究への参画、1件以上 

 

７．コアコンピテンシーの研修計画（医療倫理、医療安全、院内感染対策等） 
泌尿器科領域では、患者・家族との良好な人間関係の確立、チーム医療の実践、安全

管理や危機管理への参画、を通じて医師としての倫理性、社会性などを修得する。女

子医大泌尿器科後期研修プログラムは、すでに２年間の卒後臨床研修を終了した医師

を対象にしている。従って、参加者は国の定める卒後臨床研修における到達目標をす

でに達成していると判断されるが、以下の主なる項目についての達成の是非が重要と

思われる。 
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（１）患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な関係を構築できる。 

（２）医療チームの構成員として、他のメンバーと協調して医療に従事できる。 

（３）患者の問題点を的確に抽出し、問題解決のために行動できる。 

（４）安全管理の基本を理解し、安全な医療を遂行できる。（安全管理） 

（５）患者から正確な情報を収集するとともに、基本的な一般診察ができる。 

（６）社会における医師の役割を理解し、種々の法令や倫理に従った正しい行動をと

ることができる。 

 

８．地域医療における施設群の役割 
専門研修期間中に大都市圏以外の医療圏にある研修連携施設において研修し、周辺の

医療施設との病診・疾病連携の実際を経験することが必要である。これを実践するこ

とによって社会に対する責務を果たし、地域医療にも配慮した国民の健康・福祉の増

進に貢献することの重要性を理解し修得する。 

女子医大八千代医療センター泌尿器科における後期研修プログラムの連携施設には地

域医療の中核病院が含まれており、地域の医療連携に貢献している。特に被災地であ

る福島県いわき市の常磐病院での地域研修に従事することによって地域医療を支える

重要性を認識させている。 

● 常勤する研修基幹施設および研修連携施設から、研修協力施設をふくむ周辺施設

へ出向き、外来診療を通じて、泌尿器科プライマリー・ケアを行い、また予防医

学の観点から地域住民の健康指導を行い、自立して責任をもって医師として行動

する事を学ぶ。 

● 研修連携施設や研修協力施設などにおける外来診療・夜間当直・救急疾患への対

応などを通じて、地域医療の実情と求められる泌尿器科医療について学ぶ。 

● 専門研修 2 年目以降において、泌尿器科専門医が不在の病院・診療所等（研修協

力施設を含む）で週 1回外来泌尿器科診療を行う。 

● また必要に応じて他の研修連携施設での手術や外来の応援を非定期に行う。 

 

 研修基幹施設と研修連携施設における指導の共有化をめざすために以下のような企

画を実施する。 

● 研修プログラムで研修する専攻医を集めての講演会などを行い。教育内容の共通

化を図る。 

● 専門研修指導医の訪問による専攻医指導の機会を設ける。当院より研修指導医が

週に 1〜2 回手術に赴き専攻医への指導を行っている（戸田中央総合病院、済生会

川口総合病院など）。 

 

９．東京女子医科大学八千代医療センター泌尿器科における専攻医研修ローテ

ーション（モデル）（年度毎の研修計画） 

 
女子医大八千代医療センター泌尿器科の後期研修医プログラムに参加する連携施設そ

れぞれの特色にあった医療研修を１年ごとに行い４年終了した時点で泌尿器科学会が

推奨するすべての分野が確実に網羅できるように研修計画を組み立てる。4年間の研修
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期間のうち初年度と 4 年目の合計 2 年間を研修基幹施設である東京女子医科大学八千

代医療センターで研修する事とする。残りの 2 年間に関しては、原則、基幹教育施設

を満たす研修連携施設での研修となるが、本人の希望や研修の進み具合に応じて、研

修基幹施設での研修を最大 3 年間までは許容する。したがって原則的には 2-3 年目を

研修連携施設で研修し 4 年目に研修基幹施設に戻って研修するが、本人の希望や研修

の進み具合により 2 年目以降の研修先に関しては専門研修プログラム管理委員会で決

定することとする。 

＜1年次研修－初年度研修＞ 

・患者の診療を通じて、泌尿器科専門知識、技能、態度について研修する。 

・必要に応じて週に１日程度、泌尿器科指導医の在籍する関連病院や診療所等に出張

させ、研修施設では経験しづらい疾患についても学習する機会を持たせる。 

・経験できなかった疾患に関する知識等については、各種診療ガイドラインを用いた

学習や日本泌尿器科学会や関連学会等に参加することによって、より実践的な知識を

習得できるように指導する。 

・抄読会や勉強会での発表、学会や研究会などで症例報告などを積極的に行うよう指

導する。 

 

＜2年次および 3 年次研修＞ 

連携施設での研修 

東京女子医大泌尿器科の後期研修医プログラムの中核となる研修連携施設は、 

1. 泌尿器科領域全般の研修ができる病院群（第１群） 

東京女子医科大学 

八千代医療センター

泌尿器科 

専門医プログラム 

後
期
研
修
開
始
宣
言

 

年
次
毎
の
中
間
評
価

 

最
終
評
価

 

年
次
毎
の
年
度
末
評
価

 

泌尿器科専門医試験 

大学院進学 

臨床鍛錬、サブスペシャリティ 

（当院及び関連病院で臨床研修

の 

スキルアップ）をブラッシュア

ップ 
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2. ロボット支援手術や体腔鏡手術または腎臓移植で特化された研修病院群（第 2

群） 

3. 将来的なサブスペシャリティを考慮した研修病院群（第 3群） 

 

の 3群に分類される。 

 

1. 泌尿器科領域全般の研修ができる病院群（第１群） 

●女子医大東医療センター（泌尿器一般、腎がん、女性泌尿器疾患） 

●亀田総合病院（泌尿器一般、女性泌尿器科） 

●済生会川口総合病院（泌尿器一般） 

●済生会栗橋病院（泌尿器一般） 

●至誠会第二病院（泌尿器一般） 

●勝和会病院（泌尿器一般） 

●保健医療公社大久保病院（泌尿器一般、腎移植） 

●女子医大病院（泌尿器一般、腎がん、ロボット支援手術、腎移植） 
 

 

2.ロボット支援手術や体腔鏡手術または腎臓移植で特化された研修病院群（第 2群） 

●戸田中央病院（腎移植、泌尿器一般、腎がん、ロボット支援手術、腎不全外科-シャ

ント、） 

●常磐病院（ロボット支援手術、腎移植、腎不全外科-シャント、PTA-、泌尿器一般、

地域医療） 

●済生会熊本病院（泌尿器一般、ロボット支援手術、腎不全外科-シャント、地域医

療） 

 
3.将来的なサブスペシャリティを考慮した研修病院群（第 3群） 

●川島病院(徳島)（CKD、腎不全外科-シャント、泌尿器一般、腎移植、地域医療） 

●自靖会親水クリニック（CKD、腎不全外科-シャント、透析、泌尿器一般） 

 

 

＜4年次研修＞ 

研修連携施設で研修を終了した４年目の研修医は基本的には再度、基幹施設である東

京女子医科大学八千代医療センターにて研修する。研修の達成度について以下のこと

に留意しながら評価を行う。研修内容が足りない場合には補足の形で研修を行い、最

終的に専門医の取得にとって研修不足が出ないように最終学年において研修の調整を

図る。 

・専門知識、技能、態度について、全ての項目が達成できていることを確認し、それ

らの水準をさらに高められるように指導する。 

・1 年次、2 年次の専攻医を指導する機会を積極的に持たせ、指導を通じて自身の知

識・技能・態度の向上にフィードバックさせる。 

・サブスペシャリティ-領域の専門医を取得する希望があれば、その領域に関連する疾

患や技能をより多く経験できるように調整する。 

・専門医が不在の病院あるいは診療所で泌尿器科診療を実施する機会を持たせ、地域

医療に貢献することを通じて、泌尿器科専門医の使命について自覚を持たせる。 

具体的にはシニア後期研修医として各班長を担当させ研修医の指導を行わせるととと

もに、生体腎移植や前立腺全摘出術など泌尿器科分野の中でも特に高度な技量を要す
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る手術を術者として行わせる。また同時にロボットや鏡視下手術の術者としての準

備、サブスペシャリティ-の選択研修準備、大学院および留学の準備を開始する。 

 
 

１０．専攻医の評価時期と方法（知識、技能、態度に及ぶもの） 
●形成的評価（研修期間中の評価） 

・年 1 回、指導医による形成的評価とそれに基づく各地域プログラム管理委員会によ

る評価を実施する。 

・評価項目は、コアコンピテンシ一項目と泌尿器科専門知識および技能とする。 

・指導医による形成的評価は、項目毎に専攻医に対してフィードバックし、自己の成

長や達成度を把握できるように努める。 

・専攻医は指導医・指導責任者のチェックを受けた研修目標達成度評価報告用紙と経

験症例数報告用紙を研修プログラム管理委員会に提出する。 

・書類提出時期は形成的評価を受けた翌月とする。 

・専攻医の研修実績および評価の記録は専門研修プログラム管理委員会で保存するこ

ととする。 

・研修プログラム管理委員会は年次報告の内容を精査し、次年度の研修指導に反映さ

せる。 

 

●総括的評価（最終年度のまとめの評価） 

１）評価項目の基準と時期 

最終研修年度(専門研修 4 年目)の研修を終えた 4 月に研修期間中の研修目標達成度評

価報告用紙と経験症例数報告用紙を総合的に評価し、専門的知識、専門的技能、医師

として備えるべき態度を習得したかどうかを判定する。 

２）総括的評価の責任者 

専門研修期間全体を総括しての評価はプログラム統括責任者が行う。また、年次毎の

最終的な評価も当該研修施設の指導責任者による評価を参考にプログラム統括責任者

が行うとする。 

３）研修修了判定の基準 

研修基幹施設の研修プログラム管理委員会において、知識、技能、態度それぞれにつ

いて評価を行い、総合的に修了判定を可とすべきか否かを判定する。知識、技能、態

度の中に１つでも不可の項目がある場合には修了とみなされない。総括的評価のプロ

セスは、自己申告ならびに上級医・専門医・指導医・多職種の評価を参考にして作成

された、研修目標達成度評価報告用紙、経験症例数報告用紙について、連携施設指導

者の評価を参考にプログラム管理委員会で評価し、プログラム統括責任者が決定する

こととする。 
 

１１．専門研修管理委員会の運営計画 
① 専門研修プログラムの管理運営体制の基準 

・研修基幹施設および研修連携施設は、それぞれの指導医および施設責任者の協

力により専攻医の評価ができる体制を整備する。 

・専門研修プログラムの管理には専攻医による指導医・指導体制等に対する評価

も含める。 

・双方向の評価システムにより互いのフィードバックから研修プログラムの改善

を行う。 

・上記目的達成のために専門研修基幹施設に専門研修プログラムと専攻医を統括
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的に管理する診療領域ごとの専門研修プ口グラム管理委員会を置く。 

・専門研修基幹施設には専門研修プログラム統括責任者を置く。 

② 専門研修基幹施設の役割 

・研修基幹施設は専門研修プログラムを管理し、当該プログラムに参加する専攻

医および専門研修連携施設を統括する。 

・研修基幹施設は研修環境を整備する責任を負う。 

・研修基幹施設は各専門研修施設が研修のどの領域を担当するかをプログラムに

明示する。 

③ プログラム管理委員会の役割と権限 

・研修基幹施設に研修プログラムと専攻医を統括的に管理する研修プログラム管

理委員会を置く。 

・研修プログラム管理委員会は、研修プログラム統括責任者、研修プログラム連

携施設担当者等で構成され、専攻医および研修プログラム全般の管理と、研修プ

ログラムの継続的改良を行う。具体的には以下の事項についてその役割を果た

す。 

・プログラムの作成・専攻医の学習機会の確保・継続的、定期的に専攻医の研修

状況を把握するシステムの構築・適切な評価の保証 

・修了判定 

また、以下の点にも留意する。 

ⅰ）プログラム管理委員会は、年 1回開催する。 

ⅱ）研修プログラム管理委員会では、専攻医及び指導医から提出される評価報告

書にもとづき専攻医および指導医に対して必要な助言を行う。 

ⅲ）基幹施設責任者は研修プログラム管理委員会における評価に基づいて修了の

判定を行う。 

④ プログラム統括責任者の基準、および役割と権限 

東京女子医科大学八千代医療センター泌尿器科研修プログラムにおけるプログラ

ム統括責任者の基準は下記の通りとする。 

・専門医の資格を持ち、専攻医研修施設において常勤泌尿器科医師として 10 年以

上診療経験を有する専門研修指導医である（合計 10 年以上であれば転勤による施

設移動があっても基準を満たすこととする）。 

・教育指導の能力を証明する学習歴として泌尿器科領域の学位を取得しているこ

と。 

・診療領域に関する一定の研究業績として査読を有する泌尿器科領域の学術論文

を筆頭著者あるいは責任著者として５件以上発表していること。 

・プログラム統括責任者は泌尿器科指導医であることが望ましい。 

◆プログラム統括責任者の役割と権限は以下をその基準する。 

・研修プログラム統括責任者は専攻医の研修内容と修得状況を評価し、その資質

を証明する書面を発行する。 

・最大 20名の専攻医を持つ研修プログラムを統括できる。 

・20名を超える専攻医をもつ場合、副プログラム責任者を指定する。 

・副プログラム責任者の基準はプログラム統括責任者と同一とする。 

⑤ 連携施設での委員会組織 

・連携施設に所属する専攻医の研修内容と修得状況を年 1回評価し基幹施設の委員

会に報告する。 

・連携施設においても原則として常設の委員会を設置する（ただし、指導医が２

名以下の施設では委員会を設置する代わりに、基幹施設と必要に応じて情報交換



12 

するワーキンググループ的なものでもかまわない）。 

・連携施設では、その代表者がプログラム管理委員会に出席する。 

 

１２．プログラムとしての FD (Faculty Development)の計画 
指導医は指導医講習会などの機会を利用してフィードバック法を学習し、よりよい専

門医研修プログラムの作成に役立てなければならない。特に日本泌尿器科学会で実施

する指導医講習会には少なくとも５年間に１回は参加することを義務とする。 

その他） 

・指導医は医学教育的 FDを 5年に 1回受講する。 

・指導医は総会や地方総会で実施されている教育 skill や評価法などに関する講習会

を 1年に 1回受講する。 

 

１３．専攻医の就業環境の整備機能（労務管理） 
東京女子医科大学泌尿器科の後期研修医研修プログラムにおいては労働環境、労働安

全、勤務条件等につき以下のような配慮を行っている。 

・研修施設の責任者は専攻医のために適切な労働環境の整備に務めることとする。 

・研修施設の責任者は専攻医の心身の健康維持に配慮しなければならない。 

・勤務時間は週に 40 時間を基本とし、時間外勤務は月に 80 時間を超えないものとす

る。 

・勉学のために自発的に時間外勤務を行うことは考えられることではあるが心身の健

康に支障をきたさないように配慮することが必要である。 

・当直業務と夜間診療業務は区別しなければならず、それぞれに対応した適切な対価

が支給されること。 

・当直あるいは夜間診療業務に対して適切なバックアップ体制を整えること。 

・過重な勤務とならないように適切な休日の保証について明示すること。 

・施設の給与体系を明示すること。 

 

１４．専門研修プログラムの改善方法 

専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価は、研修記録簿内にある V5

「研修プログラム評価用紙」と「指導医評価報告用紙」を通して行うものとする。 

① 専攻医による指導医の評価は通常はプログラム内において行われ、更なる研修プ

ログラムや指導医の指導法の改善に寄与するもの考えられる。 

② 指導医の指導法に問題が大きい場合や専攻医の安全を守る必要が生じた場合など

には、研修委員会（プログラム統括責任者）に迅速かつ正確に直接報告できるホ

ットラインを設けている。問題が大きいと判断した場合は、サイトビジットを迅

速に行い、指導法の改善命令を基幹施設責任者ならびに連携施設責任者に対し行

う。改善が行われない場合には、責任者ならびに当該者の更迭をプログラム統括

責任者の権限にて行っている。 

③ なお、このときプログラム統括責任者は報告内容を匿名化して研修プログラム管

理委員会に提出し、管理委員会では今後の研修プログラムの改善に生かす。 

④ 専攻医は年度末(3 月)に指導医の指導内容に対する評価を研修プログラム統括責任

者に提出する(研修記録簿 V5-研修プログラム評価報告用紙)。 

管理委員会では専攻医から同時に提出される指導医評価報告用紙をもとに指導医の教

育能力を向上させるように支援する。 
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１５. 専門研修に関するマニュアルおよび研修記録簿について 

（１）研修実績および評価の記録 

・研修記録簿（研修目標達成度評価報告用紙および経験症例数報告用紙）に記載し、

指導医による形成的評価、フィードバックを受ける。 

・研修プログラム管理委員会は、専攻医の研修履歴（研修施設、期間、担当した専門

研修指導医）、研修実績、研修評価を保管する。さらに専攻医による専門研修施設お

よび専門研修指導医に対する評価も保管する。 

 

（２）プログラム運用マニュアル 

以下の専攻医研修マニュアルと指導者マニュアルを用いる。 

１）専攻医研修マニュアル 

別紙「専攻医研修マニュアル V5」参照 

２）指導者マニュアル 

別紙「専攻医研修指導マニュアル V5」参照 

３）専攻医研修記録簿 V5 

研修記録簿に研修実績を記録し、一定の経験を積むごとに専攻医自身が形成的評価

を行い記録する。少なくとも半年に 1 回は形成的評価を行う。研修を修了しようとす

る年度末には総括的評価により評価が行われる。 

４）指導医による指導とフィードバックの記録 

専攻医自身が自分の達成度評価を行い、指導医も形成的評価を行って記録する。 

 
 

別添資料一覧 

 

1. 専攻医研修マニュアル V5 

2. 専攻医研修記録簿 V5 

3. 専門研修指導マニュアル V5 


